
　4月1日から、充電式小型家電製品及びモバイルバッ
テリーは、不燃ごみの扱いになります。
　詳しくは、ごみ分別アプリ※をご覧いただくか、山
武郡市環境衛生組合へお問い合わせください。
　また、膨張した充電式電池は発火の危険があるため、
直接搬入してください。
※ごみ分別アプリは、P23に掲載しています。

　引っ越しなどにより、新たにくみ取り式トイレを利用す
る方や利用しなくなった方は、し尿のくみ取りに関する手
続きが必要です。
　住民票の転入・転出・転居の届だけでは自動的に加入や
取り消しとはなりませんので、環境防災課または各組合で

手続きをしてください（光地域の方は、印鑑が必要です）。
　くみ取り作業の手配は手続き後となるため、作業の実施
までに時間がかかります。また、取り消しがない場合は転
出・転居後もくみ取り作業が行われ、料金が発生する場合
があります。

4月から『ごみの分別区分』が変わります

し尿のくみ取り
引っ越しの際には手続きを忘れずに

問山武郡市環境衛生組合　☎86-3516

問環境防災課環境班　　　　　　　　☎84-1216
　東総衛生組合（光地域）　　　　　　☎62-0794
　山武郡市広域行政組合（横芝地域）　☎0475-55-3862

　広報よこしばひかり11月号でお知らせし
ました、し尿処理手数料を、4月請求分（2月
1日収集分）から改定しています。
　詳しくは、山武郡市広域行政組合ホーム
ページをご覧ください。

し尿処理手数料の納付は便利な口座振替で
　口座振替は、一度お申し込みいただくと、
以後はご指定の口座から自動的に引き落とさ
れるため、納付のたびに金融機関へ足を運ぶ
必要がありません。便利な口座振替をご利用ください。

し尿処理手数料及び浄化槽汚泥処理手数料の改定
問環境防災課環境班　☎84-1216
　山武郡市広域行政組合環境衛生課料金係（横芝地域）　☎0475-54-0531

↑し尿処理手数料
　改定

↑し尿口座振替

4月1日から

Vol.240広報よこしばひかり9


